
 

１ 

令和８年第１回 

津市議会定例会提出予定議案 
《 議 案 一 覧 》 

 

【議 案】 

○議案第７号 津市職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定

について（令和８年４月１日から施行し、条例の施行の日以後の職員等の行為に基 

づく損害賠償責任について適用）《総務部》 

  職員等の柔軟な職務遂行に対する萎縮効果を低減させるため、職員等が本市に対し

て損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない

ときは、地方自治法の規定に基づき、職員等の本市に対する損害賠償責任の一部を免

責することに関し必要な事項を定める。 

 ・損害賠償責任の一部免責について定める。 

 

○議案第８号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について（公布の日から施行）《健康福祉部》 

児童福祉法の改正により、国家戦略特別区域法に基づく特例措置である地域限定保

育士制度が一般制度化され、地域限定保育士試験を実施することができる認定地方公

共団体に三重県が認定されたこと及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める厚生労働省令などが改正されたことから、関係条例を整理する条例を制定す

る。 

 ・津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正、津市放課後

児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正及び津市乳児等通

園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 

  ・職員の資格要件等の追加 

  ・虐待に関する通報義務等の創設に伴う引用条文の整理 

 ・津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部

改正 

  ・虐待等の禁止に係る規定の改正 

 

 

 



 

２ 

○議案第９号 津市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例の

制定について（令和８年４月１日から施行）《健康福祉部》 

     子ども・子育て支援法の改正に伴い、特定乳児等通園支援事業者へ乳児等支援給付

費及び特例乳児等支援給付費を支給することから、市の条例で特定乳児等通園支援事

業の運営の基準を定めるため必要な事項を定める。 

 ・利用定員及び面談について定める。 

 ・正当な理由のない提供拒否の禁止等について定める。 

 ・特定乳児等通園支援の取扱方針について定める。 

 ・運営規定について定める。 

 ・その他必要な事項を定める。 

 

○議案第１０号 津市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

の制定について（令和８年９月１日から施行）《教育委員会》 

  学校給食費を公会計化し、保護者等からの学校給食費の徴収・管理業務を本市の業 

務として行うため、学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定める。 

 ・学校給食の実施について定める。 

 ・学校給食費の徴収、納付及び減免並びに遅延損害金について定める。 

 ・その他必要な事項を定める。 

 ・学校給食の実施などに係る手続等を規定（公布の日から施行） 

 

○議案第１１号 津市職員の給与に関する条例等の一部の改正について 

（令和８年４月１日から施行）《総務部》 

従来から人事院勧告の趣旨を尊重し給与改定を行ってきていることから、令和７年

人事院勧告等を踏まえ、職員の給与について所要の改正を行う。 

 ・津市職員の給与に関する条例の一部改正 

  ・初任給調整手当の追加 

  ・駐車場等に係る通勤手当の追加 

  ・その他所要の改正 

 ・津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正及び津市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部改正 

   条文の整理 

 

 



 

３ 

 ・津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

  ・初任給調整手当の追加 

・令和８年度以降に支給する期末手当の支給率の改定 

区 分 現 行 改正後 

６月に支給する場合 100分の 70 100分の 71.25 

１２月に支給する場合 100分の 70 100分の 71.25 

計 100分の140 100分の142.5 

・令和８年度以降に支給する勤勉手当の支給率の改定 

区 分 現 行 改正後 

６月に支給する場合 100分の 50 100分の 51.25 

１２月に支給する場合 100分の 50 100分の 51.25 

計 100分の100 100分の102.5 

期末手当及び勤勉手当 

の合計 
100分の240 100分の245 

 

○議案第１２号 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部の改正について（令和８年４月１日から施行）《総務部》 

令和７年１１月２６日付けで津市特別職報酬等審議会に諮問した津市議会の議長、

副議長及び議員の議員報酬の額について、令和８年１月２７日付けの同審議会からの

答申を踏まえ、所要の改正を行う。 

区 分 現 行 改正後 

議  長 月額６７万円 月額６８万円 

副 議 長 月額６１万円 月額６２万円 

議  員 月額５５万円 月額５６万円 

 

○議案第１３号 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

の改正について（令和８年４月１日から施行）《総務部》 

  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正され、選挙長等の費用弁償

額が引き上げられたことなどから所要の改正を行う。 

  ・選挙長等の報酬の額の改定 

  ・いじめ対策会議委員及びいじめ調査委員会委員の報酬の追加 

  ・災害弔慰金等支給審査委員会委員の報酬の追加 

 



 

４ 

○議案第１４号 津市職員の特殊勤務手当に関する支給条例の一部の改正

について（令和８年４月１日から施行）《総務部》 

  大規模災害の被災地において、過酷な環境の下、救助活動等の危険を伴う業務に従

事する緊急消防援助隊の活動に対し、類似の活動に従事している国家公務員や警察職

員との待遇面での均衡を図るため、緊急消防援助隊として出動した場合等の手当につ

いて所要の改正を行う。 

 ・緊急消防援助隊として災害業務に従事する職員の特殊勤務手当の追加 

 ・市町村の消防の相互の応援として災害業務に従事する職員の特殊勤務手当の追加 

 

○議案第１５号 津市手数料徴収条例の一部の改正について 

（令和８年４月１日から施行）《都市計画部》 

マンションの再生等の円滑化に関する法律により、耐震性不足等で建替え等をする

場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例が創設されたことなどから所要

の改正を行う。 

・マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく事務に係る手数料の追加 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第１６号 津市久居地域地区集会所の設置及び管理に関する条例の

一部の改正について（令和８年４月１日から施行）《久居総合支所》 

施設の老朽化及び利用状況、近隣の集会施設の配置状況などを踏まえ、津市久居新

町中央集会所を令和８年３月３１日をもって廃止する。 

 

○議案第１７号 津市安濃交流会館の設置及び管理に関する条例の廃止に

ついて（令和８年７月１日から施行）《安濃総合支所》 

津市安濃交流会館について、現在休止中の温浴施設の再開に向け多額の改修費を要

すること、サウンディング型市場調査の結果などを踏まえ、令和８年６月３０日をも

って当該交流会館を廃止するため、津市安濃交流会館の設置及び管理に関する条例を

廃止する。 

 

 

 

 

 



 

５ 

○議案第１８号 津市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条

例の一部の改正について（公布の日から施行）《健康福祉部》 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正され、

家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対し行うべき健康診断に代えて、乳幼児の健康診

査の結果を活用できるよう見直されたことから所要の改正を行う。 

 ・利用乳幼児の健康診断に係る規定の追加 

 

○議案第１９号 津市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部の改正について（令和８年４月１日から施行）《健康福祉部》 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める内閣府令が改正され、通

常の保育の確保が著しく困難な交通条件等に恵まれない山間地などの地域において、

乳児等通園支援事業を円滑に実施することができるよう特例措置が規定されたことな

どから所要の改正を行う。 

 ・設備及び職員の基準の特例の追加 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第２０号 津市国民健康保険条例の一部の改正について 

（令和８年４月１日から施行）《健康福祉部》 

  国民健康保険法施行令が改正され、同令に規定する市町村の保険料の賦課に関する

基準において基礎賦課限度額が引き上げられたこと、また、国民健康保険料の賦課額

に子ども・子育て支援納付金賦課額が加えられたことから所要の改正を行う。 

 ・保険料の賦課限度額の改定等 

   基礎賦課限度額          ６６万円 → ６７万円 

   子ども・子育て支援納付金賦課限度額        ３万円（新設） 

 ・子ども・子育て支援納付金賦課額に係る規定の追加 

 ・子ども・子育て支援納付金賦課額に関する１８歳未満被保険者の被保険者均等割額

の減額に係る規定の追加 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第２１号 津市安濃工業会館の設置及び管理に関する条例の廃止に

ついて（令和９年４月１日から施行）《安濃総合支所》 

  津市安濃工業会館について、施設の老朽化及び利用状況などを踏まえ、令和９年３

月３１日をもって当該工業会館を廃止するため、津市安濃工業会館の設置及び管理に

関する条例を廃止する。 



 

６ 

○議案第２２号 津市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条

例の一部の改正について（令和８年４月１日から施行）《都市計画部》 

  駐車場法施行令の改正により、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特定用

途の建築物に共同住宅が追加され、商業地域等において一定規模以上の共同住宅を新

築等しようとする者に対し、条例でより厳しい基準で駐車施設の附置を義務付けるこ

とができるとされたことを踏まえ、本市における外部からの駐車需要等の状況に鑑み

検討を行った結果、共同住宅を現行と同様の取扱いとするため所要の改正を行う。 

 ・共同住宅に関わる駐車施設の附置に係る規定の改正 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第２３号 津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部の改正に

ついて（公布の日から施行）《建設部》 

  奥津団地の全部について、施設の老朽化により用途廃止を行うため所要の改正を行

う。 

 ・市営住宅（奥津団地３戸）の廃止 

 

○議案第２４号 津市共同汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一

部の改正について（令和８年４月１日から施行）《上下水道事業局》 

  新たに本市へ帰属を受ける共同汚水処理施設の維持管理を行うことから所要の改正

を行う。 

 ・片田団地共同汚水処理施設及び泉ヶ丘団地共同汚水処理施設の追加 

 

○議案第２５号 津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正

について《スポーツ文化振興部》 

  久居こどもの遊び場づくり事業を通じ地域全体でこどもの豊かな成長を育む遊び場

をつくることから津市久居中央スポーツ公園内プールを、また、津市スポーツ施設整

備計画に基づき、津市海浜公園内陸上競技場をスポーツ振興の拠点施設として整備す

ることなどから津市海浜公園内テニスコートを、令和８年３月３１日をもってそれぞ

れ廃止するため、あわせて、同計画に基づき、近隣地域のテニスコートへ機能を集約

化することから津市美里テニスコートを同年９月３０日をもって廃止するため所要の

改正を行う。 

 ・津市久居中央スポーツ公園内プール及び津市海浜公園内テニスコートの廃止（令和

８年４月１日から施行） 

 ・津市美里テニスコートの廃止（令和８年１０月１日から施行） 



 

７ 

○議案第２６号 津市火災予防条例の一部の改正について 

（令和８年３月３１日から施行）《消防本部》 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令が改正されたことなどから所要の改正を行う。 

・簡易サウナ設備に係る規定の追加 

・サウナ設備の定義の改正 

 ・住宅における火災の予防の推進に係る規定の改正 

 ・その他所要の改正 

 

○議案第２７号 工事請負契約について 

《スポーツ文化振興部》 

 ・令和７年度建整ス振補継第１号 海浜公園内陸上競技場改修工事 

   契約の相手方  大日本土木・磯田土建・宇戸平工務店異業種特定建設工事共同

企業体 

   契 約 金 額  ２，１４８，９９３，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額１９５，３６３，０００円） 

   契 約 方 法  条件付一般競争入札 

   工 事 概 要  ・管理棟（鉄筋コンクリート造２階建て、延床面積４４８㎡）、 

サッカーゴール等収納庫（鉄骨造平家建て、延床面積２３４

㎡）、陸上器具庫（鉄骨造平家建て、延床面積３００㎡）、 

写真判定棟（鉄骨造２階建て、延床面積９６㎡）及び屋外ト 

イレ２箇所（鉄筋コンクリート造平家建て、延床面積２６㎡） 

の新築工事 

           ・スタンド棟（鉄筋コンクリート造２階建て、延床面積５６８ 

㎡）の改修工事 

           ・側溝工、管渠工、アスファルト舗装工及びグラウンド・コー

ト用舗装工の土木工事 

 

○議案第２８号 市道路線の廃止について 

《建設部》 

 ・一身田平野第５号線ほか１路線 

   土地改良事業に伴い農業の用に供するため廃止する既存路線 

 



 

８ 

○議案第２９号 市道路線の認定について 

《建設部》 

 ・桜田町第１３号線ほか７路線 

   開発行為による帰属路線等 

 

○議案第３０号 令和７年度津市一般会計補正予算（第１２号） 

《政策財務部》 

 ・補  正  額          △２，４４８，３７７千円 

 ・補正後の予算額         １３５，７３９，５０８千円 

 

○議案第３１号 令和７年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）《健康福祉部》 

 （事業勘定） 

・補  正  額          △１，０３９，５３０千円 

 ・補正後の予算額          ２５，１９６，１７２千円 

（直営診療施設勘定） 

・補  正  額              △３，０４２千円 

 ・補正後の予算額              ５６，８６０千円 

 

○議案第３２号 令和７年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

《健康福祉部》 

・補  正  額             ３１９，９６２千円 

 ・補正後の予算額          ３１，７８６，６５４千円 

 

○議案第３３号 令和７年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号）《健康福祉部》 

・補  正  額             １６９，７６７千円 

 ・補正後の予算額           ８，６１７，１７４千円 

 

○議案第３４号 令和７年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予 

算（第２号）《建設部》 

・補  正  額               ３，２０２千円 

 ・補正後の予算額              ２３，３０７千円 



 

９ 

○議案第３５号 令和７年度津市椋本財産区特別会計補正予算（第１号）

《政策財務部》 

・補  正  額                  ２６千円 

 ・補正後の予算額                 ５３８千円 

 

○議案第３６号 令和７年度津市水道事業会計補正予算（第４号） 

《上下水道管理局》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額          △１２５，１２３千円 

    補正後の予算額         ８，６１７，３７３千円 

支 出 

    補  正  額          △１２４，６１８千円 

    補正後の予算額         ８，１９７，４２３千円 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額          △１３９，５２３千円 

    補正後の予算額         １，５３１，９９１千円 

   支 出 

    補  正  額          △１０４，７２８千円 

    補正後の予算額         ３，６３９，０６９千円 

 

○議案第３７号 令和７年度津市下水道事業会計補正予算（第３号） 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額          △３９８，６９８千円 

    補正後の予算額        １２，７２９，５２９千円 

支 出 

    補  正  額           △６３，８６２千円 

    補正後の予算額        １１，９２３，６９３千円 

 

 



 

１０ 

・資本的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額          △３５６，２６４千円 

    補正後の予算額          ８，５２３，１３４千円 

支 出 

    補  正  額          △４２８，９９５千円 

    補正後の予算額        １２，１１５，２０７千円 

 

○議案第３８号 令和７年度津市モーターボート競走事業会計補正予算 

（第２号）《ボートレース事業部》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入 

    補  正  額         ２，８２９，４０５千円 

    補正後の予算額        ７４，３６１，８９１千円 

   支 出 

    補  正  額         ３，８１０，６５８千円 

    補正後の予算額        ７３，７９７，０８１千円 

 ・資本的収入及び支出 

   支 出 

    補  正  額           △２８，０００千円 

    補正後の予算額         ３，３９３，４３１千円 

 

○議案第３９号 令和８年度津市一般会計予算 

《政策財務部》 

・予 算 額           １２４，１８７，０００千円 

 

○議案第４０号 令和８年度津市国民健康保険事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額（事業勘定）      ２５，６４２，２４４千円 

・予 算 額（直営診療施設勘定）      ５８，６００千円 

 

 

 



 

１１ 

○議案第４１号 令和８年度津市介護保険事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額            ３２，０９０，９７７千円 

 

○議案第４２号 令和８年度津市後期高齢者医療事業特別会計予算 

《健康福祉部》 

 ・予 算 額             ８，９１８，０８３千円 

 

○議案第４３号 令和８年度津市土地区画整理事業特別会計予算 

《都市計画部》 

 ・予 算 額               １２４，５２２千円 

 

○議案第４４号 令和８年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

《建設部》 

 ・予 算 額                １１，５４４千円 

 

○議案第４５号 令和８年度津市椋本財産区特別会計予算 

《政策財務部》 

 ・予 算 額                   ５５０千円 

 

○議案第４６号 令和８年度津市水道事業会計予算 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

収 入              ８，２２３，６８８千円 

支 出              ８，０７８，６５０千円 

・資本的収入及び支出 

収 入              ２，８７５，６６５千円 

支 出              ５，４６８，７３６千円 

 

 

 

 

 



 

１２ 

○議案第４７号 令和８年度津市工業用水道事業会計予算 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

収 入                 ２４，６６６千円 

支 出                 ２０，０４２千円 

 

○議案第４８号 令和８年度津市下水道事業会計予算 

《上下水道管理局》 

・収益的収入及び支出 

収 入             １３，５３８，６５４千円 

支 出             １２，１１１，３７９千円 

・資本的収入及び支出 

収 入              ８，５１３，０６９千円 

支 出             １２，１６６，４０６千円 

 

○議案第４９号 令和８年度津市駐車場事業会計予算 

《商工観光部》 

・収益的収入及び支出 

収 入                １９４，７５９千円 

支 出                １９３，２２７千円 

・資本的収入及び支出 

  支 出                 ４３，３５３千円 

 

○議案第５０号 令和８年度津市モーターボート競走事業会計予算 

《ボートレース事業部》 

 ・収益的収入及び支出 

   収 入             ６２，４９７，２９０千円 

支 出             ６０，１６４，４０８千円 

・資本的収入及び支出 

支 出              １，８６０，６０４千円 

 


